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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】計測結果の確認時に不用意に計測線にさわるこ
となく、不要な警報の発生を抑制することができ、また
、どのような設置環境においても計測結果を確認するこ
とのできる地表伸縮計測装置を提供する。
【解決手段】杭の移動量をワイヤ２２及び計測線７を介
して計測部にて計測する。作業者は、ボタン４，５，６
を操作して計測結果を液晶表示部３に表示し確認する。
そして、作業者がそれらのグラフ或いは計測値データ等
の計測結果を確認する場合には、ボタン４，５，６を操
作して、液晶表示部３の表示方向を１８０°回転する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端が筐体の側壁を挿通し前記筐体外に延びる計測線と、
　前記筐体内に収納され、前記計測線の他端が接続され前記計測線の伸縮を計測する計測
手段と、
　前記筐体の上面に配設され、前記計測手段での計測結果を表示する表示手段と、
　前記筐体の上面に配設され、前記表示手段の表示方向を切り換える表示方向切換手段と
を備え、
　前記表示手段の表示を前記計測線の延伸方向に対して、左側方向視或いは右側方向視に
表示方向を切り換えることを特徴とする地表伸縮計測装置。
【請求項２】
　前記筐体の上面に配設され、一方で数値を増加させ、他方で数値を減少させる機能を有
し数値を入力する一対の数値入力手段を備え、
　前記一対の数値入力手段は、前記表示方向切換手段により前記表示手段の表示方向が切
り換えられると、前記一方の機能と前記他方の機能とが入れ替わることを特徴とする、請
求項１に記載の地表伸縮計測装置。
【請求項３】
　警報を発する警報信号を出力する警報出力手段を備え、
　前記一対の数値入力手段は、前記警報出力手段から警報信号の出力を開始する警報出力
開始値を設定することを特徴とする、請求項２に記載の地表伸縮計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地表伸縮計測装置に係り、特に表示構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、斜面の地滑り災害の観測対応において、地表面の移動量を計測する地表伸縮計測
装置が用いられている。地表伸縮計測装置は、例えば、特許文献１のように地すべりの可
能性のある谷側斜面（移動側）に固定される杭等の固定具と対峙するようにして、非地滑
り側である山側斜面（固定側）に固定される。また、地表伸縮計測装置と固定具との間に
所定の張力をかけて計測線が張設される。そして、地表伸縮計測装置は、地すべり等によ
り地表伸縮計測装置に付加される計測線の伸縮により地表面の移動量を計測し、側面に設
けられた表示部に当該計測値である移動量を数値データ化或いはグラフ化した計測結果を
表示する。更に地表伸縮計測装置は、計測値が予め設定された警報値を越えると地表伸縮
計測装置に接続された警報装置から警報を発するように警報装置に警報装置制御信号を送
信する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１６２３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の地表伸縮計測装置では、表示部は当該装置の側面に設けられている。
そして、計測線は表示部と隣り合う側面に接続されている。
　このようなことから、例えば、作業者が谷側斜面の地表面移動量の計測値を急な斜面に
設置された地表伸縮計測装置の表示部にて確認するような場合に、地表伸縮計測装置の表
示部が作業者が登坂する側と反対側の側面にあると、作業者が表示部を確認する際に表示
部側に移動する必要がある。
【０００５】
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　しかしながら、作業者の表示部側への移動時には、足場が悪いことにより転倒等により
作業者が不用意に計測線に接触する虞があり、地表面の移動量の誤計測、ひいては誤計測
による警報装置の誤作動を引き起こすことになる。また、地表伸縮計測装置は、地表面移
動量を計測する環境によっては、切り立った岩盤や、壁面或いは樹木等の近くに設置され
るため、計測結果の確認のため作業者が地表伸縮計測装置の表示部側に回り込めないこと
がある。
　本発明は、この様な問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、
計測結果の確認時に不用意に計測線にさわることなく、不要な警報の発生を抑制すること
ができ、また、どのような設置環境においても計測結果を確認することのできる地表伸縮
計測装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１の地表伸縮計測装置では、一端が筐体の側壁を
挿通し前記筐体外に延びる計測線と、前記筐体内に収納され、前記計測線の他端が接続さ
れ前記計測線の伸縮を計測する計測手段と、前記筐体の上面に配設され、前記計測手段の
計測結果を表示する表示手段と、前記筐体の上面に配設され、前記表示手段の表示を切り
換える表示方向切換手段とを備え、前記表示手段の表示を前記計測線の延伸方向に対して
、左側方向視或いは右側方向視に表示を切り換えることを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２の地表伸縮計測装置では、請求項１において、前記筐体の上面に配設さ
れ、一方で数値を増加させ、他方で数値を減少させる機能を有し数値を入力する一対の数
値入力手段を備え、前記一対の数値入力手段は、前記表示方向切換手段により前記表示手
段の表示方向が切り換えられると、前記一方と前記他方との機能を切り替えることを特徴
とする。
【０００８】
　また、請求項３の地表伸縮計測装置では、請求項２において、警報を発する警報信号を
出力する警報出力手段を備え、前記一対の数値入力手段は、前記警報出力手段から警報信
号の出力を開始する警報出力開始値を設定することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、筐体上面に配設される表示方向切換手段にて、計測線の延伸
方向に対して、左側方向視或いは右側方向視に表示手段の表示方向を切り換えられるよう
にしているので、作業者が表示方向切換手段を操作することにより任意に表示方向を変更
することができる。例えば、作業者が表示手段の表示を確認するために足場の悪い斜面を
登坂するような場合に、作業者が登坂してきた方向とは異なる方向に表示手段が表示され
容易に確認することができなくても表示方向切換手段を操作して、作業者が地表伸縮計測
装置の周囲を移動することなく表示を容易に確認できるような表示方向にすることができ
る。従って、作業者が移動することにより計測線及び計測線より被測定箇所に延びるワイ
ヤ等と不用意に接触することを防止することができ、不要な警報を発することを抑制する
ことができる。また、表示方向を切り換えることができるので、例えば、作業者が地表伸
縮計測装置の表示手段側に回り込めない切り立った岩盤や、壁面或いは樹木等の近くのよ
うな環境に地表伸縮計測装置を設置しても、作業者が容易に計測結果を確認することがで
きる。
【００１０】
　また、請求項２の発明によれば、表示方向切換手段にて表示手段の表示方向を切り換え
ることに合わせ、一対の数値入力手段の一方と他方との機能を切り替えるようにしている
ので、作業者が表示手段の表示方向を切り換えても、表示方向に対する一対の数値入力手
段の操作が変わらない。例えば、表示方向に対して上側となる数値入力手段の機能が、数
値入力時に数値を増加させる機能であれば、表示方向が反転しても表示方向に対して上側
となる数値入力手段は、数値を増加させる機能となり常に同一となるので容易に数値を入
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力することができる。
【００１１】
　また、請求項３の発明によれば、一対の数値入力手段によって警報出力開始値を設定す
るようにしているので、表示方向が切り換えられても容易に警報出力開始値を入力するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る地表伸縮計測装置の概略構成を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る地表伸縮計測装置の上面視図である。
【図３】図２の矢視Ａにおける側面図である。
【図４】本発明に係る地表伸縮計測装置の液晶表示部の表示の一例を示す図である。
【図５】本発明に係る地表伸縮計測装置の設置の一実施例を示す斜視図である。
【図６】図５のＢ部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
　まずは、本発明に係る地表伸縮計測装置の概略構成について説明する。
　図１は、本発明に係る地表伸縮計測装置の概略構成を示す斜視図である。また、図２は
、地表伸縮計測装置の上面視図である。また、図３は、図２の矢視Ａにおける側面図であ
る。また、図４は、液晶表示部の表示の一例を示す図である。なお、図中太矢印は、計測
線の作動方向を示す。
【００１４】
　図１、図２及び図３に示すように、地表伸縮計測装置１は、本体（筐体）２と、計測結
果及び当該装置の状態等を表示する液晶表示部（表示手段）３と、ボタン（表示方向切換
手段）４，５，６と、一端を本体２の内部に配設された図示しない計測部（計測手段）に
接続されるステンレスの計測線７と、地表伸縮計測装置１を固定する複数の固定部８と、
メモリ挿入部９と、通信ポート１０と、複数のリチウム電池１１と、警報出力部（警報出
力手段）１２と、計測部７で計測された計測値を記憶する図示しない記憶部とで構成され
ている。
【００１５】
　液晶表示部３は、本体２の上面２ａに配設されている。そして、液晶表示部３は、図４
に示すように、計測線７の作動方向（延伸方向）に対して、鉛直方向から認識可能となる
ように計測結果及び当該装置の状態等を表示する機能を有している。
【００１６】
　ボタン４，５，６は、図２に示すように、本体２の上面２ａであって、液晶表示部３の
横に計測線７の作動方向に対して、鉛直方向にそれぞれ並べられて配設されている。ボタ
ン（数値入力手段）４及びボタン（数値入力手段）６は、液晶表示部３に表示された項目
の選択或いは警報を開始する警報値を調整や、地表伸縮計測装置１に内蔵される時計の時
刻等の数値を変更する機能を有している。また、ボタン５は、ボタン４或いはボタン６で
選択された項目の決定或いは液晶表示部３の表示項目を切り換える機能を有している。詳
しくは、ボタン５を所定時間以上押すと、例えば、戻る、機器設定、警報設定及び警報履
歴等の項目が液晶表示部３に縦に並んで表示されるメインメニューが表示される。なお、
現在選択されている項目が抜き文字となり反転されて表示される。ここで、ボタン４或い
はボタン６を押すと押したボタン側の項目が抜き文字となり反転表示され選択される。そ
して、項目選択後にボタン５を所定時間より短く押すとその選択項目が決定される。
【００１７】
　図２の状態で液晶表示部３が図４（ａ）のとおり表示されている場合での操作の一例を
説明する。ボタン５を所定時間以上押し、液晶表示部３に図示しないメインメニューが表
示される。そして、ボタン４或いはボタン６を操作してメインメニュー中の図示しない警
報設定項目を選択しボタン５を押し決定し、警報を開始する警報値を設定する表示に進む
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。そして、当該警報値を設定する表示にてボタン４を押すと警報値が増加し、ボタン６を
押すと警報値が減少する。ボタン４或いはボタン６を操作し、警報値を設定後、ボタン５
を押して警報値が決定される。また、メインメニューで図示しない機器設定をボタン４或
いはボタン６を操作して選択しボタン５を押し決定をすると、更に時計変更、総移動変更
、液晶反転等の図示しないサブメニューが表示される。再度ボタン４或いはボタン６を操
作してサブメニューの液晶反転を選択し、ボタン５を押し決定すると、図４（ｂ）に示す
ように液晶表示部３の表示方向が１８０°回転する。また、液晶表示部３の表示方向変更
に合わせて前述の警報値設定でのボタン４の機能とボタン６の機能とが切り替わる。詳し
くは、液晶表示部３の表示方向が変更されて、図２の状態で液晶表示部３が図４（ａ）の
表示から図４（ｂ）の表示となると、表示が図４（ａ）である場合には、警報設定表示に
てボタン４を押すと警報値が増加し、ボタン６を押すと警報値が減少するが、ボタン４を
押すと警報値が減少し、ボタン６を押すと警報値が増加するようになる。
【００１８】
　計測線７の他端は、本体２の一側面（側壁）２ｂから本体２の外に延びている。そして
、計測線７の他端には、ワイヤ等を接続する接続具１４が取り付けられている。
　複数の固定部８は、本体２の下面２ｄより計測線７の作動方向（延伸方向）に対して、
鉛直方向に突出するようにそれぞれ設けられている。
　メモリ挿入部９は、図示しない記憶部に記憶された地表伸縮計測装置１での計測結果を
外部に持ち出すために、外部メモリを挿入し、計測結果を外部メモリに転送するためのも
のである。
【００１９】
　通信ポート１０は、他の制御機器と通信を行うためのケーブルを接続するものである。
　複数のリチウム電池１１は、液晶表示部３及び計測部等に電力を供給する主電源と主電
源の電池容量低下時に電力を供給する補助電源とを構成している。
　警報出力部１２は、他の警報装置に警報装置制御信号を出力するためのケーブルを接続
するためのものである。
【００２０】
　これらのメモリ挿入部９、通信ポート１０、リチウム電池１１及び警報出力部１２は、
計測線７が配設される側の反対の側面２ｃに配設されている。そして、リチウムイオン電
池１１と警報出力部１２は、アクリル板１３で覆われている。
　次に、このように構成される本発明に係る地表伸縮計測装置１の地滑り警戒地等での設
置について説明する。
【００２１】
　図５は、地表伸縮計測装置１の設置の一実施例を示す斜視図である。また、図６は、図
５のＢ部の拡大図である。
　図５及び図６に示すように、地表伸縮計測装置１は、複数の固定部８を介して取付台２
０上に設置される。そして、取付台２０は、地滑り等の発生の虞の無い斜面上に設置され
る。
【００２２】
　一方、地滑り等の発生を検出したい斜面上には、杭２１が設置されている。当該杭２１
には、ワイヤ２２の一端が取り付けられている。そして、当該ワイヤ２２他端は、地表伸
縮計測装置１の計測線７に接続具１４を介して所定の張力を有するように接続される。ま
た当該ワイヤ２２は、設置後に鳥等の接触による誤作動を防ぐために硬質のパイプ２３内
を挿通されている。そして、パイプ２３は、複数の支持杭２４で支持されている。
【００２３】
　地表伸縮計測装置１は、当該装置１を雨水等から保護するためのカバー２５が被せられ
ている。また、カバー２５には、地表伸縮計測装置１の計測線７或いはワイヤ２２が挿通
を可能とする挿通部２５ａが形成されている。
　次に、このように設置された地表伸縮計測装置１の作用及び効果について説明する。
【００２４】
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　例えば、地滑り発生時には、地滑りが発生し杭２１が移動すると、杭２１に取り付けら
れたワイヤ２２により計測線７が伸縮する。計測線７の一端には計測部が接続されており
、当該計測部にて計測線７の伸縮量、即ち杭２１の移動量が計測される。計測された移動
量が予め設定された警報値を越えると警報を発するように警報出力部１２より警報装置制
御信号が出力される。
【００２５】
　また、通常時には、地表伸縮計測装置にて、杭２１の移動量をワイヤ２２及び計測線７
を介して計測部にて常時計測する。作業者は、ボタン４，５，６を操作し、メインメニュ
ー及びサブメニューを呼び出して計測した移動量を週単位での移動量グラフ、日単位での
移動量グラフ、時間単位での移動量グラフ、或いはそれらの計測値データ等の計測結果と
して液晶表示部３に表示させ、杭２１の移動量を確認する。そして、作業者は、それらの
グラフ或いは計測値データ等の計測結果を確認する場合には、ボタン４，５，６を操作し
、メインメニューより機器設定項目を選択し、更にサブメニューより液晶反転項目を選択
して、図４に示すように液晶表示部３の表示方向を１８０°回転させ、作業者が容易に計
測結果の確認を行える方向に変更する。
【００２６】
　このように本発明に係る地表伸縮計測装置１では、作業者が計測結果を液晶表示部３で
確認する際にボタン４，５，６を操作し項目を選択することにより、作業者が容易に表示
方向を切り換えることができるので、例えば、作業者が足場の悪い斜面を登坂して計測結
果を確認するような場合や、地表伸縮計測装置１が切り立った岩盤や、壁面或いは樹木等
の近くに設置され作業者が地表伸縮計測装置１の液晶表示部３側に回り込めないような場
合に、作業者が容易に確認できる表示方向とすることで、作業者が移動することなく、計
測結果を確認することができる。
【００２７】
　従って、作業者の移動を無くすことができるので、作業者が不用意に計測線７及びワイ
ヤ２２等と接触することを防止することができ、不要な警報を発することを抑制すること
ができる。
　また、液晶表示部３の表示方向を切り換えることができるので、上記の如く、例えば、
作業者が地表伸縮計測装置１の液晶表示部３側に回り込めない切り立った岩盤や、壁面或
いは樹木等の近くのような環境に地表伸縮計測装置１を設置することができる。
　また、液晶表示部３の表示方向切換に合わせて、警告値設定でのボタン４の機能とボタ
ン６の機能とが切り替わるので、液晶表示部３の表示方向にとらわれずに容易に警報値を
設定することができる。
【００２８】
　以上で本発明の実施形態の説明を終えるが、本発明の実施形態は上記実施形態に限定さ
れるものではない。
　上記実施形態では、ボタン４，５，６を操作して液晶表示部３の表示方向の切り替えを
行うようにしているが、これに限定されるものではなく、例えば、表示方向を切り換える
専用のボタン或いはスイッチを設け、当該ボタン或いはスイッチの操作で表示方向の切り
換えを行うようにしても良く、更に容易に表示方向の切り換えを行うことができる。
【００２９】
　また、液晶表示部３の表示方向の切り替えを作業者が手動で切り換えるようにしている
が、これに限定されるものではなく、例えば、赤外線センサ等を本体２の他側面２ｄにそ
れぞれ配設し、作業員を感知した赤外線センサが配設された他側面２ｄ側より容易に確認
できるように液晶表示部３の表示方向を切り換えるようにしても良く、この場合、作業者
は、何ら操作をすることなく表示方向を切り換えることができるので、容易に計測結果を
確認することができる。また、地表伸縮計測装置１を操作する必要がなく、作業者の接触
により地表伸縮計測装置１が移動することを抑制することができるので、計測精度を向上
させつつ、不要な警報を発することを抑制することができる。
【符号の説明】
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【００３０】
　　１　地表伸縮計測装置
　　２　本体（筐体）
　　２ｂ　側面（側壁）
　　３　液晶表示部（表示手段）
　　４、５，６　ボタン（表示方向切換手段、数値入力手段）
　　７　計測線（計測線）
　１２　警報出力部（警報出力手段）
　２１　杭
　２２　ワイヤ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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